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戦
後
68
年
、
町
の
形
が
問
わ

れ
て
い
る
。
な
い
と
我
慢
出
来
な

い
食
糧
だ
が
漁
師
や
百
姓
さ
ん
が

魚
や
米
の
生
産
だ
け
で
は
駄
目
と

言
い
、
製
品
の
６
次
化
が
い
わ
れ
、

次
は
８
次
化
か
。

　

来
春
町
が
開
く「
さ
が
道
の
駅
」

は
、
行
政
が
行
う
６
次
化
で
は
な

い
か
。
進
入
路
は
安
全
性
に
問
題

が
あ
る
と
思
う
が
、
あ
れ
で
良
い

か
。

　
「
さ
が
道
の
駅
」
は
産
業
、
観

光
等
で
地
域
活
性
化
を
目
的
に
旧

佐
賀
町
の
時
か
ら
の
事
業
。
進
入

路
は
国
交
省
、
県
警
、
幡
多
土
木

事
務
所
等
と
検
討
し
た
結
果
で
、

立
地
条
件
は
カ
ー
ブ
や
レ
ー
ン
で

制
約
さ
れ
る
が
危
険
回
避
に
努
め

て
行
き
た
い
。

　
　

新
産
業
創
造
事
業(

缶
詰
製

造)

は
災
害
時
の
非
常
食
が
製
造
目

的
な
の
で
賛
成
だ
が
、
立
地
が
津
波

浸
水
域
で
は
、
み
ん
な
の
借
金
で
や

る
の
だ
か
ら
反
対
だ
。
そ
う
そ
う
た

る
人
達
の
企
画
だ
が
、
問
題
は
こ
の

人
達
が
経
営
者
で
な
い
事
だ
。
南
国

市
な
ど
は
企
業
に
高
台
移
転
を
進
め

て
い
る
が
、
計
画
変
更
は
な
い
か
。

　

本
工
場
は
浸
水
域
外
の
予
定
だ

が
、
今
回
は
試
作
品
製
造
工
場
。

予
定
地
は
町
有
地
で
経
費
削
減
で

も
あ
り
、
隣
接
す
る
特
産
協
の
施

設
の
活
用
も
で
き
る
た
め
計
画
ど

お
り
進
め
た
い
。
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課
長
は
燃
油
や
魚
価
安
の
声

は
聞
い
て
い
る
の
で
妙
案
が
無
い

事
は
な
い
。
町
長
が
漁
師
の
事
な

の
で
お
い
ち
ょ
け
と
言
う
筈
も
な

い
し
、
来
年
か
ら
は
曳
縄
の
ヨ
コ

漁
も
規
制
さ
れ
る
。

　

６
月
県
議
会
で
の
質
問
で
、
漁

業
法
改
正
に
は
行
政
も
漁
協
も
反

対
し
て
い
る
。
現
行
法
で
は
経
費

削
減
は
出
来
ず
魚
価
安
で
元
気
に

な
る
道
理
は
な
い
。
町
に
妙
案
は

本
当
に
無
い
か
。

　

法
改
正
は
無
駄
な
獲
り
合
い
が

な
く
、
魚
価
維
持
で
も
過
剰
投
資

が
な
く
な
る
が
、
問
題
は
全
員
の

合
意
に
な
っ
て
な
い
事
と
、
監
視

を
す
る
費
用
だ
と
思
う
。
高
知
で

は
直
ぐ
に
は
問
題
も
あ
り
、
県
漁

協
の
考
え
も
聞
く
が
、
漁
業
に
妙

案
は
な
い
。

　
　

自
然
を
守
る
事
が
第
一
と

思
っ
て
い
た
が
、
原
発
事
故
に
勝

る
環
境
破
壊
は
な
く
、
三
陸
の
海

は
駄
目
だ
と
思
う
。
町
は
伊
方
原

発
が
再
稼
動
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、

ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
か
。

　

県
の
地
域
防
災
計
画
策
定
を
前

提
に
、
町
も
原
発
事
故
を
想
定
す

る
よ
う
に
検
討
中
。
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避
難
タ
ワ
ー
や
避
難
道
、
避

難
場
所
な
ど
の
工
事
完
了
予
定
は

い
つ
か
。
費
用
は
大
体
ど
の
く
ら

い
で
、
そ
の
内
、
町
の
持
ち
出
し

は
ど
の
く
ら
い
に
な
る
か
。

　

避
難
道
、
避
難
場
所
の
26
年
度

ま
で
の
工
事
は
１
６
７
ヶ
所
、
避

難
タ
ワ
ー
は
５
基
。
工
事
全
体
の

完
了
は
28
年
度
の
予
定
。
26
年
度

ま
で
の
工
事
費
用
は
約
30
億
円
。

ほ
と
ん
ど
が
国
や
県
の
補
助
金

で
、
町
の
負
担
は
そ
れ
ら
の
約

８
％
と
見
込
ま
れ
る
。

　　

避
難
困
難
者
へ
の
対
策
が
一

番
問
題
だ
が
、
万
行
地
区
で
は
専

門
家
と
行
政
と
住
民
の
３
者
で
懇

談
や
訓
練
を
繰
り
返
し
、
避
難
を

あ
き
ら
め
て
い
た
住
民
も
「
逃
げ

た
ら
助
か
る
」
と
意
識
が
変
わ
っ

て
き
て
い
る
と
聞
く
。
町
民
の
中

へ
広
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。

　

万
行
地
区
で
の
専
門
家
と
の
調

査
報
告
書
は
今
後
貴
重
な
デ
ー
タ

に
な
る
。住
民
の
あ
い
だ
で
は「
助

か
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
」

と
い
う
姿
勢
が
積
極
的
に
出
て
き

て
い
る
。
各
地
域
で
も
懇
談
会
を

実
施
す
る
中
で
、
同
様
の
現
象
が

出
て
お
り
、
地
道
な
取
り
組
み
こ

そ
が
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

の
要
に
な
る
と
考
え
る
。

　
　

東
北
の
釜
石
で
は
避
難
訓
練

を
度
々
行
っ
て
い
た
か
ら
多
く
の

松
本 
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松
本 
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報
防
災
課
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命
が
助
か
っ
た
と
聞
く
が
、
今
後

避
難
訓
練
を
増
や
す
方
向
が
大
事

で
は
な
い
か
。

　

避
難
訓
練
は
大
事
。
今
ま
で
の

よ
う
な
定
型
的
な
避
難
訓
練
で
は

な
く
、
地
域
の
特
色
を
い
か
し
、

参
加
者
を
誘
発
す
る
と
か
、
地
域

で
独
自
に
考
え
た
訓
練
等
に
変
え

る
よ
う
お
願
い
し
て
い
る
。

　

先
の
６
月
議
会
で
、
町
長
が
憲

法
に
つ
い
て
答
弁
を
し
て
い
る
の

で
質
問
を
す
る
。

　

憲
法
は
暮
ら
し
の
原
点
。
表
現

の
自
由
、
思
想
信
条
や
宗
教
の
自

由
、
知
る
権
利
等
々
、
私
た
ち
の

日
常
に
当
た
り
前
に
あ
る
自
由
や

権
利
は
、全
て
憲
法
に
掲
げ
ら
れ
、

権
力
か
ら
守
ら
れ
て
い
る
。

　

憲
法
は
「
権
力
者
が
国
民
の
自

由
や
権
利
を
保
障
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
り
、
権
力
者
を
し
ば
る
も

の
」。
そ
の
た
め
憲
法
は
96
条
で

簡
単
に
変
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
し

て
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
立
憲
主
義

で
あ
り
、
世
界
の
近
代
憲
法
の
基

本
に
な
っ
て
い
る
。

　

日
本
は
あ
の
悲
惨
な
戦
争
を
体

験
し
「
二
度
と
戦
争
を
し
て
は
い

け
な
い
」
と
の
国
民
の
願
い
が
憲

法
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
が

掲
げ
る
平
和
主
義
、
国
民
主
権
、

基
本
的
人
権
の
尊
重
は
、
変
え
て

は
い
け
な
い
普
遍
的
な
原
理
と
い

う
の
が
、
専
門
家
を
は
じ
め
多
く

の
国
民
の
認
識
だ
。
町
長
の
考
え

を
聞
く
。
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立
憲
主
義
と
は
憲
法
の
性
格
そ

の
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
人
権
の

尊
重
の
た
め
に
国
家
権
力
を
縛
る

と
言
う
基
本
的
性
格
を
も
ち
な
が

ら
、
限
定
さ
れ
た
条
件
の
下
で
主

権
の
制
限
が
出
来
る
趣
旨
と
解
釈

す
る
。
国
民
に
は
憲
法
を
変
え
る

権
利
が
あ
り
、
96
条
の
改
正
は
必

要
と
考
え
る
。
集
団
的
自
衛
権
の

政
府
見
解
は
１
９
８
１
年
来
変

わ
っ
て
い
な
い
が
、
私
は
集
団
的

自
衛
権
を
解
釈
改
憲
で
認
め
る
の

は
反
対
だ
。
憲
法
を
変
え
て
集
団

的
自
衛
権
の
行
使
が
出
来
る
よ
う

に
す
る
べ
き
と
考
え
る
。
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